
令和５年度高知県地域集積協力金交付事業及び 

集約化奨励金交付事業の推進方針 

 

 

 

 

地域集積協力金及び集約化奨励金を効果的に活用することにより、農地中間管理事業

を通じた担い手への農地集積・集約化を推進するため、農地集積・集約化等対策事業実

施要綱（平成26年２月６日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知）別記３の

第11の４に基づき推進方針を定める。 

 

 

１ 重点的に推進する地域 

 ・集落営農の法人設立、組織間連携に取り組む地域 

・基盤整備事業の実施地域（予定地域を含む） 

・集積・集約化への機運が高まった地域   

これらの地域を中心に地域集積協力金及び集約化奨励金の活用を推進する。 

 

２ 推進方法・体制 

地域計画の策定・実行に向けた取り組みをはじめ、多様な担い手の確保・育成への

取り組み、中山間地域の農業を支える仕組みの再構築や、基盤整備の推進と農地の確

保の取り組みについて、県、農地中間管理機構、市町村、農業委員会等関係機関が連

携して推進を図る。 

令和５年11月７日 

農業担い手支援課 

・工程表に基づく地域計画の策定・実行に向けた適切な進行 
管理 

・地域での農業の将来の在り方の共有 
・目標地図を踏まえた担い手等への農地の集積・集約 など 

地域計画の策定・実行に 
向けた取り組み 

・新規就農者の確保・育成 
・労働力の確保 
・家族経営体の強化及び法人経営体の育成 など 

・集落営農組織等の整備推進 
・組織間連携の推進 
・中山間地域に適した農産物等の生産 など 

中山間地域の農業を支える 
仕組みの再構築の取り組み 

多様な担い手の 
確保・育成の取り組み 

・基盤整備の推進 
・農地の確保 
・日本型直接支払制度の推進 など 

基盤整備の推進と 
農地の確保の取り組み 


